


 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

・・・

（※）本サービスのご利用時の経理処理は、顧問会計士・税理士等にご確認ください。 

お問い合わせ窓口 

 

  第五営業部   牧田 健吾 
  〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号  

新丸の内ビルディング（電話番号：03-6865-3020） 

― 未来の地球のために ― 

わたしたちは、ひたむきに取り組む企業を応援します。 

省エネサポートリース（Energy ｰ Savings Support Lease）によって 

○ お客様は… 

※ 注意点（三菱 UFJ リースの会計処理） 

省エネサポートリース（Energy ｰ Savings Support Lease）なら、導入時の負担は

一切不要。削減した電気代をリース料に充てることが出来るから、お客様は負担感な

くＬＥＤ照明を導入することができます。しかも、省エネで地球にやさしい！ 

LED 蛍光灯のリース化案件に対して、明確な法定耐用年数が定まっていないことから、弊社は

「リース延払い」として割賦対応致します。 

そのため、税理士・会計士からリースを否認された場合、お客様には割賦として処理を行ってい

ただかなければなりません。事前にお客様で法定耐用年数のご確認をお願い致します。 

コスト削減 

＜ＬＥＤ導入後＞ 

本リースご利用時 

電気代 

電気代

リース料

（金額） （金額）

（年）（年）

ＬＥＤ照明の導入により月々の電気代が削減。その削減分で月々お支払い頂くリース料の

全部（または一部）を賄うことが出来るため、導入資金にお悩みのお客様にとって最良の

組み合わせです。 

【本リースご利用時のコストイメージ】

どうして「ベストマッチ」なの？
 

 

＜ＬＥＤ導入前＞ 

・・・


